
※イベントや講座などは中止・延期・内容が変更になる場合があります。 最新の情報は、本市公式ウェブサイトか、各問合せ先でご確認ください。

10 月は不法投棄防止強化月間
　投棄者が判明しないごみは、その土地の所有者

（管理者）が処分することになります。不法投棄
を未然に防止するため、草刈りや清潔に保つなど、
自分の土地は適切に管理するようにしましょう。

生活環境課からのお知らせ
問 本庁舎生活環境課（25 番窓口）   0857-30-8084   0857-20-3918

【注意事項】
　ごみを出すときは必ず収集日を守り、午前 8
時までに出してください。ただし、自然災害など
でごみ収集を中止する場合があります。ごみ出し
が困難と思われる場合は、次回の収集日（安全な
日）に出すようにしてください。

鳥取地域の祝日のごみ収集 ※国府・福部・河原・用瀬・佐治・気高・鹿野・青谷地域については、総合支所
だよりをご確認いただくか、各総合支所市民福祉課にお問い合わせください

　祝日がごみ収集日にあたる地区は、ごみ収集のスケジュールが変更になります。

月	日 可燃ごみ 古紙類 プラスチック
ごみ ペットボトル 資 源 ご み

小型破砕ごみ
有害ごみ
乾電池等

10月14日（月）
（スポーツの日） 収集します お休みします

お休みします
※16日（水）に振替

健康チェックしてみませんか ?
問 （血糖値測定）
 本庁舎医療費適正化推進室（13 番窓口）

 0857-30-8227   0857-20-3906
問 （がん検診）駅南庁舎健診推進室

 0857-20-0320   0857-20-3964

■血糖値測定、肺がん・結核検診、大腸がん検診
と　き	 10 月 24 日（木）14:30 〜 16:00
ところ	 サンマート岩倉店　　※予約不要
☆血糖値測定　※無料

看護師・管理栄養士などによる保健指導
☆肺がん・結核検診、大腸がん検診
持ち物　がん検診受診券（またはがん検診無料

クーポン券）、自己負担金
対　象　市内に住民票がある 40 歳以上の人
※医療機関などで、すでに肺がん検診、大腸が

ん検診を受診あるいは予約されている場合
は、重複して受けることができません。

※大腸がん検診の採便容器は当日渡し

令和 7 年度保育所などの入所申し込み
問 駅南庁舎幼児保育課   0857-30-8457   0857-20-0144
問 各総合支所  10㌻　　問 各保育所など

■保育所関係の相談窓口の事前予約
　窓口での保育所関係のご相談は、待ち時間解消
のため、予約システムで受け付けを行います。事
前に予約してお越しください。
予約方法

鳥取市子育て予約システムサービス
で事前予約（毎月 1 日から、翌月分
の予約が可能）。
※メールアドレスによる会員登録が必要。
※スマートフォンなどでの予約が難しい人は、

幼児保育課にお問い合わせください。
■令和 7 年 4 月 1 日入所申し込み
受付期間

1 次申込　10 月 21 日（月）〜 11 月 13 日（水）
2 次申込　12 月 2 日（月）

〜令和 7 年 1 月 8 日（水）
入所基準

①本市に在住し、住民登録をしていること
②保護者が次のいずれかの理由に該当し、お子

さんの保育が必要であること
▷就労（64 時間以上 / 月）　　▷妊娠・出産
▷疾病・障がい　  ▷介護・看護など
▷災害復旧　　　  ▷就学（64 時間以上/月）
▷求職活動　　　  ▷その他

※入所案内は、駅南庁舎 4 番窓口・総合支所市
民福祉課・各保育所などで10月1日（火）よ
り配布開始。本市公式ウェブサイトでも公開。

※認定こども園へ幼稚園籍で入所希望の場合
は、直接施設へお問い合わせください。

申込方法
本市公式ウェブサイト（電子申請）
で申請
※電子申請ができない人は、幼児保

育課にご相談ください。
■令和 7 年 4 月 2 日以降入所申し込み
　申込期間は入所希望月によって異なります。詳
しくは令和 7 年度保育所等入所案内、本市公式ウ
ェブサイトをご覧ください。

高齢者への
日常生活用具購入費助成
問 本庁舎長寿社会課（13 番窓口）

 0857-30-8211   0857-20-3906
問 各総合支所市民福祉課  ・  10㌻

　認知症または身体機能の低下により、火の管理
に不安がある人に対し、安全に日常生活を送るた
めに必要な生活用具を購入する費用の一部を助成
します。
対　象 ①おおむね 65 歳以上でひとり暮らしの

高齢者など
②市民税が非課税の世帯

対象品目 電磁調理器（１台）、自動消火器（２台
まで）のどちらか１品目

助成額 電磁調理器（助成対象額３万円まで）、自
動消火器（助成対象額２万円まで）の助成
対象額のうち、10 分の９に相当する額

※詳しくは本市公式ウェブサイトをご覧ください。

指定管理者の募集
問 本庁舎行財政改革課（41 番窓口）   0857-30-8112   0857-20-3948

　募集担当課窓口または本市公式ウェブサイトよ
り募集要項および業務仕様書などを入手し、期限
までに応募書類を提出してください。なお、複数
の団体が一つの組織を構成し、応募することも可
能です（法人格の有無を問いません）。
募集締切　10 月 31 日（木）必着

※各施設で業務説明会を行いますので、応募希望
者は可能な限り業務説明会に出席したうえで応
募書類を提出してください。業務説明会の日程
は施設により異なりますが、10 月上旬を予定
しています。詳しくは募集要項をご覧ください。

指定期間満了のため指定管理者を募集する施設　※指定期間：令和 7 年 4 月 1 日から開始

募集単位 施　設　名（所在地） 期間 募集担当課（お問い合わせ先）
① 鳥取市湯谷荘（河原町湯谷） 5 年

本庁舎長寿社会課（13 番窓口）
 0857-30-8211

②
鳥取市福祉センター（富安二丁目）
鳥取市高齢者福祉センター（富安二丁目）

5 年

③

鳥取市福部町ほっとスイミングプール
（福部町海士）

鳥取市福部砂丘温泉ふれあい会館
（福部町海士）

5 年

④ 鳥取市気高町遊漁センター（気高町八束水） 3 年 本庁舎観光・ジオパーク推進課（47 番窓口）
 0857-30-8291

⑤ 鳥取市青谷町特産物加工販売施設
（青谷町青谷） 5 年 本庁舎農政企画課（46 番窓口）

 0857-30-8302

ノロウイルスによる食中毒に注意
問 駅南庁舎生活安全課   0857-30-8582   0857-20-3962

【ノロウイルスの特徴】
・わずかなウイルスの量でも発症する。
・感染能力がなくなるまでの期間が長い。
・一般的な食中毒細菌と異なり、アルコールによ

る消毒効果は十分ではない。
・症状は吐き気、嘔吐、下痢など

【予防のポイント】
・調理、食事の前、トイレの後などは石鹸でしっ

かりと手洗いしましょう。
・食品は、中心部が 85 〜 90℃で 90 秒以上にな

るよう加熱しましょう。
・調理器具などは、塩素系漂白剤を薄めたもの
（0.02㌫）または熱湯を使用して消毒しましょう。
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